長期欠席届
令和　　年　　月　　日
　四街道市長　　　　あて
保護者住所　四街道市　　　　　　　　　　
保護者氏名　　　　　　　　　　　　　　　
児童氏名　    　　　　　　　　　　　  
 　　　　　  保育所名     　　　　　   保育所（園）
　次のとおり保育所を長期欠席させたいので、四街道市保育所等における保育に関する規則第８条第２項の規定により届け出ます。
	欠席期間
	令和　　年 　月　 日 　～ 　令和　　年　　月 　日

	欠席理由
	　
　　　　



・長期欠席中でも、保育料は満額かかります。
・原則２ヵ月を超えて欠席した場合、保育園は退所となります。
例）６月４日から欠席した場合、８月３日までとなります。
　なお、やむを得ない理由があり、上記期間を超える場合は事前に保育課へご相談下さい。
